
 

 

 

特定教育・保育施設の利用定員の変更について 

 

１ 認可定員と利用定員 

  認可定員とは、特定教育・保育施設（幼稚園・保育所・認定こども園）の

設置に当たり、県に認可もしくは認定された定員のことです。 

  利用定員とは、子ども・子育て支援制度における施設ごとに、過去の利用

実績や今後の利用見込みを踏まえたうえで、認可定員の範囲内で、市が定め

る定員のことです。定員を定めたうえで、給付の対象となることを確認し、

施設へ給付費（委託料等）を支払います。 

 

２ 利用定員の設定 

  子ども・子育て支援法では、市町村が特定教育・保育施設の利用定員を設

定する場合、認定区分（※）ごとに、子ども・子育て支援事業計画の確保方

策の内容と合致しているか、また、需要に対して供給過多または過少になっ

ていないかなど、子ども・子育て会議の意見を踏まえて設定することが必要

と定められています。 

  ※認定区分  

１号認定：満３歳以上の教育を希望する子ども 

２号認定：満３歳以上の保育を希望する子ども 

   ３号認定：満３歳未満の保育を希望する子ども 

  

３ 利用定員の変更 

  令和４年４月１日から、私立幼稚園１施設、私立保育所２施設、私立こど

も園２施設が利用定員の変更を予定しています。 

 

（1）私立幼稚園 

施設名 海の星幼稚園 

変更内容 利用定員の減少 

利

用

定

員 

 １号認定（教育） 
合計 

3 歳 ４歳 5 歳 

変更前 15 人 15 人 15 人 45 人 

変更後 10 人 10 人 15 人 35 人 

増 減 △5 人 △5 人 0 人 △10 人 

変更理由 利用園児数の減少のため変更 

利用実績 

※4 月 1 日現在 

R１ R２ R３ R４ 

(予定) 

55 人 47 人 36 人 33 人 
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（2）私立保育所 

施設名 大船渡保育園 

変更内容 利用定員の減少 

利

用

定

員 

 ２号認定 3 号認定 
合計 

３～５歳 １～２歳 ０歳 

変更前 112 人 48 人 10 人 170 人 

変更後 78 人 54 人 8 人 140 人 

増 減 △34 人 6 人 △2 人 △30 人 

変更理由 園児数が減少傾向のため、実利用人数の実績や見込みに

より変更 

利用実績 

※4 月 1 日現在 

H29 H30 R１ R2 R3 R4 

(予定) 

150 人 160 人 170 人 169 人 160 人 130 人 

 

施設名 明和保育園 

変更内容 利用定員の減少 

利

用

定

員 

 ２号認定 3 号認定 
合計 

３～５歳 １～２歳 ０歳 

変更前 70 人 38 人 12 人 120 人 

変更後 70 人 30 人 10 人 110 人 

増 減 0 人 △8 人 △2 人 △10 人 

変更理由 園児数が減少傾向のため、実利用人数の実績や見込みに

より変更 

利用実績 

※4 月 1 日現在 

H29 H30 R１ R2 R3 R4 

(予定) 

110 人 114 人 106 人 116 人 103 人 102 人 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



（3）私立こども園 

施設名 盛こども園 

変更内容 利用定員の減少 

利

用

定

員 

 １号認定 ２号認定 3 号認定 
合計 

３～５歳 ３～５歳 １～２歳 ０歳 

変更前 5 人 70 人 39 人 11 人 125 人 

変更後 5 人 64 人 38 人 8 人 115 人 

増 減  △34 人 6 人 △2 人 △30 人 

変更理由 園児数が減少傾向のため、実利用人数の実績や見込みに

より変更 

利用実績 

※4 月 1 日現在 

H29 H30 R１ R2 R3 R4 

(予定) 

120 人 120 人 120 人 119 人 107 人 112 人 

 

施設名 あかさきこども園 

変更内容 利用定員の減少 

利

用

定

員 

 １号認定 ２号認定 3 号認定 
合計 

３～５歳 ３～５歳 １～２歳 ０歳 

変更前 9 人 36 人 18 人 6 人 69 人 

変更後 9 人 18 人 16 人 6 人 49 人 

増 減 0 人 △18 人 △2 人 0 人 △20 人 

変更理由 園児数が減少傾向のため、実利用人数の実績や見込みに

より変更 

利用実績 

※4 月 1 日現在 

H29 H30 R１ R2 R3 R4 

(予定) 

43 人 44 人 39 人 42 人 36 人 34 人 

（参考） 

・特定教育・保育施設の種類 

 幼稚園…保護者の就労状況等によらず、満 3 歳以降の子どもを教育する施設 

 保育所…保護者の就労等により、保育が必要な乳児からの子どもを保育する

児童福祉施設 

 認定こども園…保護者の就労の有無に関わらず、教育と保育を一体的に行う

施設で、就学前の子どもに幼児教育・保育の提供する機能を併せ持っ

ている施設 

・国基準により、保育所と認定こども園の最低利用定員は、20 人以上としてい

ます。 

・幼稚園については、最低利用定員は設定していません。 


